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東日本大震災に係る被災市町村に対する再任用職員等の派遣 

を含めた人的支援について（依頼） 

 

平素、本会の会務運営につきまして、特段のご高配を賜り感謝申し上げます。 

さて、４月 13 日付・発行第 24 号の文書等にてお願い申し上げております、平成 24

年度における被災市町村への中長期的な職員派遣の決定人数につきましては、各職種

ともに被災市町村からの要望を下回る状況となっております。 

現在、各被災県においては、被災市町村における職員の不足状況を改めて調査して

いるところであり、今後の派遣要望人数の更なる増加が見込まれております。 

また、去る７月 11 日、私は本会副会長とともに平野復興大臣と面談いたしました

が、その際に大臣より、再任用職員等の派遣を含め、更なる人的支援の協力をお願い

したい旨の要請があったところであります。 

再任用職員及び任期付職員の派遣等につきましては、既に別添の２月 24 日付・総

務省自治行政局公務員部長通知により周知がなされているところであり、一部の市区

及び市長会におかれましては、再任用職員等の派遣の実施又は検討がなされているこ

とと存じますが、全国の各市区におかれましても、再任用職員等の派遣を含めた職員

の派遣につきまして、改めてご検討いただきたく存じます。 

つきましては、平成 24 年度における貴市区の職員の派遣につきまして、再任用職

員等の派遣を含め、改めて依頼させていただきますので、下記の事項及び別添通知を

参考にしていただき、特段のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

各市区におかれましては、本会等スキーム以外においても職員を御派遣いただいて

いることと存じますが、被災地の実情を御賢察いただき、再任用職員等の派遣を含め



た職員派遣のお申出をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

なお、現役の職員に係る派遣のお申出につきましても、引き続き受け付けておりま

すので、こちらにつきましても積極的にお申出をいただきますよう、併せてお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１．再任用職員及び任期付職員による人的支援について 

（１）現在再任用されていない元職員を採用の上、被災市町村へ派遣するほか、地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（以下「任期付職員法」とい

う。）第４条第１項（別添「参考」を御参照ください。）に基づき採用した任期付

職員を、被災市町村へ派遣することが考えられます。なお、同法第３条（別添「参

考」を御参照ください。）に基づき採用した任期付職員を被災市町村へ派遣するこ

とも可能です。 

（２）現役の職員を被災市町村へ派遣の上、派遣された職員が元来行っていた業務に

従事する職員として、定年で退職する職員を引き続いて再任用することや、現在

再任用されていない元職員を採用するほか、任期付職員法第４条第２項（別添「参

考」を御参照ください。）に基づき、任期付職員の採用を行うことも考えられます。 

（３）任期付職員については、年齢に関わらず本人の能力に応じての採用が可能であ

り、専門的な知識と経験を有する元職員を任期付職員として採用することも考え

られます。 

また、任期付職員法に基づく条例を制定していない市区におかれましては、別

添通知の中で総務省より示されている条例（例）をご活用ください。 

（４）地方自治法に基づく被災市町村への中長期的な職員派遣に係る経費（給料、各

種手当、赴任・帰任等の旅費、共済等負担金、宿舎借上費等の派遣職員の受入れ

に要する経費）については、受入れ団体の負担となります。なお、受入れ団体に

は、別途、その全額が特別交付税により措置されることとなっております。 

（５）職員の給料等については、派遣元団体と受入れ団体の協定で定めるものであり

ますが、本会が総務省自治行政局公務員部との調整の上でお示しした協定書（案）

では、派遣元団体の関係規定に基づき支給することとしております。 

 

２．職員派遣のお申出について 

（１）派遣申出に係る回答方法及び回答先 

派遣のお申出をいただける場合は、発行第 24 号の文書を御参照の上、『平成 24

年度 中長期的な派遣可能職員回答票』に御記入いただき、貴市区が所属する都



道府県市長会宛て、電子メールにて御回答いただきますよう、お願い申し上げま

す。 

なお、回答先メールアドレス、ご担当者等は、都道府県市長会にお問い合わせ

ください。 

（２）お問い合わせ先   

①派遣申出に係る回答方法等に関すること 

貴市区が所属する都道府県市長会 

②派遣スキーム等に関すること 

全国市長会 災害対策本部 

担当  行政部  清水・細田・木村・宮本 

電  話  ０３－３２６２－２３１０ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０３－３２６３－５４８３ 

電子ﾒｰﾙ  haken@mayors.or.jp 

 

 



総 行 公 第 １５ 号 

平成２４年２月２４日 

 

各 都 道 府 県 知 事 
 （人事担当課・市区町村担当課扱い）   
各 指 定 都 市 市 長 

 （ 人 事 担 当 課 扱 い ） 

 

                     総務省自治行政局公務員部長 

 
 

東日本大震災に係る被災地方公共団体に対する人的支援について 

 

 

 東日本大震災による被災地への人的支援については、既に各地方公共団体において

積極的な対応をしていただいているところであり、深く感謝申し上げます。 
被災地方公共団体においては、各地方公共団体からの人的支援を得ながら、懸命に

復旧・復興事業を進めているところですが、本格的な復旧・復興に係る事務量の増大

に対応するため、平成２４年度においては広範な職種にわたって職員不足が避けられ

ない状況にあります。 
各地方公共団体におかれては、被災地方公共団体の窮状をご賢察いただき、被災他

地方公共団体に対する人的支援について、下記の事項に留意し、なお、一層のご理解

とご協力を賜りますとともに、被災地方公共団体におかれても、下記の事項を参考に

していただきますようお願いいたします。 
貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨を確実にお伝えいただきますようお願

いしたします。 
なお、本通知は、地方公務員法第５９条（技術的助言）及び地方自治法第２４５条

の４（技術的な助言）に基づくものです。 
 

記 
 

１．被災地方公共団体における地方自治法に基づく中長期の派遣職員の受け入れ経

費（給料、各種手当、赴任・帰任等の旅費、共済等負担金、宿舎借上費等の派遣

職員の受け入れに要する経費）については、その全額を特別交付税により措置す

ることとしております。 
 
２．被災地方公共団体における本格的な復旧・復興に係る事務量の増大への対応と

しては、別紙のとおり、他の団体からの職員の派遣の他、任期の定めのない常勤

職員の採用、再任用職員の採用、必要な期間における任期付職員の採用が考えら

れるところです。 

殿 

テキストボックス
別添



なお、被災地方公共団体において東日本大震災への対応のために職員の採用を

行った場合の経費については、その全額を特別交付税により措置することとして

おりますので申し添えます。 
併せて、雇用創出基金事業を活用して臨時・非常勤職員を採用することができ

ることを申し添えます。 
 
３．被災地方公共団体に人的支援を行う団体においては、被災地方公共団体に派遣

された職員が行っていた業務に再任用職員等を充てる等も考えられるところであ

り、別紙の内容も参考にしながら、更なる職員派遣についてご検討をお願いいた

します。 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

[連絡先] 

総務省自治行政局公務員部公務員課 長田、西巻 

電 話 ０３―５２５３―５５４２ 

ＦＡＸ ０３―５２５３―５５５２ 

e-mail t.osada@soumu.go.jp 



 
（別紙）本格的な復旧・復興に係る事務量の増大へ対応するための職員の派遣以外に

考えられる職員の確保策について 
 
１ 被災地方公共団体における職員採用の手法及び留意事項 

①任期の定めのない常勤職員の採用（地方公務員法第１７条） 
新卒者を中心とした採用以外に、経験者を中心とした中途採用を行うことが考

えられる。 
 ②再任用職員（常勤／短時間勤務）の採用（地方公務員法第２８条の４～第２８条

の６） 
定年退職に引き続いて再任用するほか、現在再任用されていない元職員を採用

し、その経験を活用することが考えられる。 
③任期付職員（常勤／短時間勤務）の採用（地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律第４条、第５条） 
震災からの復旧・復興に係る事業については、任期付職員法第４条第１項に定

める要件に当てはまるものであり（第５条第１項に定める短時間勤務職員におい

ても同じ。）、年齢に関わらず本人の能力に応じて任期付職員の採用が可能であ

る。また、任期付職員の採用においては、専門的な知識と経験を有する退職した

元職員を活用することも考えられる。 
特に市町村においては、任期付職員法に基づく条例を制定していない団体が多

いことから、既に総務省から示している条例（例）（別添参照）を参考に条例を

制定し、積極的に活用いただきたい。 
 ④臨時・非常勤職員の採用（地方公務員法第３条第３項第３号、第１７条、第２２

条） 
上記の他、臨時的・補助的業務又は特定の学識・経験を要する職務に従事させ

る場合には、臨時・非常勤職員を採用することにより対応することも考えられる。 
 

※ ①～③に要する経費についてはその全額を特別交付税により措置することと

している。また、④については雇用創出基金事業を活用することができる。 
 
２ 被災地方公共団体に人的支援を行う団体における対応方法及び留意事項 
①再任用職員の採用（地方公務員法第２８条の４～第２８条の６） 

被災地方公共団体に派遣された職員が行っていた業務に従事させるため、定年

退職に引き続いて再任用するほか、現在再任用されていない元職員を採用するこ

とも考えられる。 
また、採用した元職員を被災地方公共団体へ派遣することも考えられる。 

②任期付職員（常勤）の採用（地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する

法律第４条） 
任期付職員法第４条第２項に基づき、被災地方公共団体に派遣された職員が行

っていた業務に従事させるため、任期付職員の採用を行うことも可能である。 



また、任期付職員法第４条第１項に基づき採用した職員を、被災地方公共団体

へ派遣することも考えられる。 
任期付職員の留意事項等については、１③も参照のこと。 

③臨時・非常勤職員の採用（地方公務員法第３条第３項第３号、第１７条、第２２

条） 
上記の他、臨時的・補助的業務又は特定の学識・経験を要する職務に従事させ

る場合には、臨時・非常勤職員を採用することにより対応することも考えられる。 
  



（別添） 

 

○一般職の任期付職員の採用に関する条例（例） 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成十四年法律

第四十八号。以下「法」という。）第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項

並びに第七条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （職員の任期を定めた採用） 

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ

る業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験

が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する

ときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保す

るために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

 一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが

一定の期間困難である場合 

 二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知

識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な

知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

 三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要が あるた

め、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を

部内で確保することが一定の期間困難である場合 

 四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要と

するものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用

することができる期間が一定の期間に限られる場合 

 

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが

公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することが

できる。 

 一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

 二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務の

いずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事さ

せることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用す

ることができる。 



 

 （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第四条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させるこ

とが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて

採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスにつ

いて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した

提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当

該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるとき

は、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間につ

いて短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当である

と認める場合には、短時間 勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

一 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十六条の二第一項又は第二十六条

の三第一項の規定による承認 

二 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成○年○月○日○○県条例第○号）第○○条 [職

員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）（平成六年八月五日付け自治能第六十五号）第十

八条相当規定] の規定による介護休暇の承認 

三 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第十九条第一項の規定に

よる承認 

 

 （任期の特例） 

第五条 法第六条第二項の規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 第三条第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期され

た場合その他やむを得ない事情により第三条又は第四条の規定により任期を定めて採用され

た職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第三条又は第四条の規定に

より任期を定めて採用した趣旨に反しない場合 

二 ○○県○○計画に基づき平成○○年までに期間を限定して実施する○○業務に従事させる

場合 

 

 （任期の更新）  

第六条 任命権者は、第二条から第四条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新

する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成○○年○月○日から施行する。 

 

 

 



地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（抄） 

 

（職員の任期を定めた採用） 

第三条  任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその

者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して

遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところ

により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。  

２  任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門

的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定め

るところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。  

一  当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当

該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる

職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合  

二  当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他

当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務

に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間

が一定の期間に限られる場合  

三  前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合  

３  人事委員会（地方公務員法第九条第一項 の規定により同項 に規定する事務

を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。）を置く地方公共団体においては、

任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会

の承認を得なければならない。 

参考 



第四条  任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従

事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で

定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。  

一  一定の期間内に終了することが見込まれる業務  

二  一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務  

２  任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に

掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外

の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要

であるときは、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができ

る。 
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